
区分 県R3指摘 備考 大津R3指摘 備考

★ あり 修正 あり

★ あり

修正 あり

あり 追加

あり 追加

あり 追加

あり

あり

★ あり

★ あり 追加

★ あり 追加

★ あり

★ あり

あり

修正 あり

★ あり あり 修正

人
員
に
関
す
る
基
準

従業者の資格要件を確認するための資格証明書や修了証明書の写しは、適切に保管すること。
（証明書の従業者の姓が旧姓の場合は、現在の姓との繋がりが分かる書類を保管）

配置すべき員数の算定にあたり、職業指導員や生活支援員が調理員の業務を行う時間数について
は、職業指導員等としての勤務時間数には含めないこと。

事業所に置くべき生活支援員等の員数を常勤換算方法で算定する場合は、当該従業者が他の業務
に従事する時間数は、生活支援員等の勤務延べ時間数に含められないため、他の業務を兼務して
いる生活支援員等については、兼務する業務に従事する各々の勤務時間数を適切に管理するこ
と。

設
備
に
関
す
る

基
準

廊下で保管している車いす等の物品については、災害及び緊急時に利用者の避難や救急搬送の妨
げにならないよう、整理整頓に努めること。

訓練・作業室等から接道までの段差や送迎車の駐車位置、備品の配置等、ストレッチャーや車椅
子を使用する重度障害者が安全に避難できる導線の確保と環境整備に努めること。

前年度の実績報告書を適切に届出を行い、前年度の実績に応じて適切に人員体制を確保するこ
と。

利用契約の終期を迎えているにもかかわらず、新たに利用契約を締結していない例があったた
め、早急に締結すること。

利用契約に当たっては、契約日、契約開始日及びサービス利用開始日の整合性に注意すること。
また、利用契約書に契約期間を記入してから、利用者に交付すること。

利用者負担額以外に利用者から金銭の支払いを求める場合、使途・額等について書面で明らかに
し同意が必要であるため、重要事項説明書等に明記すること。

主な指導改善指示事項一覧（令和３年度）

（通所事業所、入所事業所）

指　　示　　事　　項

基
本
方
針

利用者の人権擁護、虐待の防止のため、従業者に対して継続的に研修を実施し、従業者の人権意
識の向上に努めるとともに、虐待防止のための責任者および虐待防止委員会の設置ならびに虐待
防止に関するマニュアル等の作成など、必要な措置を講じること。

サービスの提供に当たっては必ず計画（個別支援計画）を作成し、当該計画に基づいて、利用者
に適切かつ効果的な支援を行うこと。

管理者が複数職種を兼務している状況を確認したため、管理業務に支障がないよう改めること。

サービス提供職員の必要人員を算定するに当たって、新たに事業を開始した事業所は新設時点か
ら６月以上１年未満の間は、直近の６月における全利用者の延べ数を当該６月間の開所日数で除
して得た数を利用者数とするが、実地指導当日に利用者数がわかる資料を確認できなかったた
め、適切に保存すること。

施設外就労については、当該施設外就労を行う日の利用者数に対して必要とされる人数の職員を
配置すること。

重要事項説明書について、光熱水費または日用品費を一律に徴取する内容となっていたため、適
切なものに改めること。

運営規程および重要事項説明書に記載の送迎に係る利用者負担について、距離などに関係なく、
一律に料金を徴収するものとなっているため、そのあり方を検討し、記載内容を改めること。

他の指定障害福祉サービス事業所等に対して利用者又はその保護者に関する情報を提供するとき
は、あらかじめ文書により当該利用者又はその保護者の同意を得ること。

重要事項説明書に、苦情受付担当者、「苦情等に関する相談窓口」にサービス実施地域全ての市
町村、第三者委員等に係る内容及び虐待防止の相談窓口を記載すること。

就労移行支援利用開始にあたっては、重要事項説明書等の退所理由に就職する場合を明記する等
により、利開始時に利用者への説明を適切に行うこと。

利用者とのサービス提供に係る契約が終了した場合には、その年月日を、月途中で終了した場合
には当該付きですでに提供したサービスの量を記載し、その写しを保管すること。

利用者とのサービス提供に係る契約が成立した時は、受給者証に必要な事項を記載し、その写し
を保管すること。記載に当たっては、契約支給量の総量が支給量を超えていないか確認するこ
と。

事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、事故発生時の対応、苦情解決
の体制、協力医療機関、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要な事項
を掲示すること。



区分 県R3指摘 備考 大津R3指摘 備考指　　示　　事　　項

★ あり

あり あり

★ あり

あり 追加

★ あり あり

あり あり

★ あり 追加

あり

★ あり 追加

★ あり

★ あり あり 追加

★ あり

★ あり

★ あり

あり

★ あり

★ あり

★

サ
ー

ビ
ス
提
供
の
記
録

サービス提供を行った際は、提供日、内容その他必要な事項を、サービス提供の都度記録するこ
と。

サービス提供実績記録については、利用者からサービスを提供したことについて、本人による署
名又は押印により確認を受けること。

サービス提供実績記録票の「サービス提供実績」の「開始時間」及び「終了時間」の記録欄に
は、実際にサービスを提供した時間（送迎時間は含まない）を記載すること。

利用者が退所した場合は、退所に際しての記録を残すこと。

利
用
者
負
担
額
、

給
付
費
等

利用者がサービス利用中に通院等により中抜けした場合は、その開始時間及び終了時間をサービ
ス提供実績記録票の備考欄に記載すること。

利用者負担金を受領した場合は利用者に必ず領収証を交付するとともに控えを事業所に保管する
こと。
（口座振込み等の記録を領収書に替える取り扱いをする場合は、あらかじめ利用者の同意を得る
とともに、書面での交付を希望した場合交付できる取扱いとすること。）

法定代理受領により市町からサービス提供にかかる給付費の支払いを受けた場合は、利用者に対
し、当該給付費の額を通知すること。法定代理受領通知には、通知日、サービス利用月、給付費
の受領日、給付額（必要に応じて利用の内訳）などを記載し、給付費の受領日以降に通知するこ
と。

利用者負担について、給料（工賃）から必要額を引き落とす場合は、事前に同意を得ること。

利用者負担額が発生する利用者にサービス提供を行った場合は、利用者負担額を受領すること。

利用者から金品や通帳等を預かりその管理を行う場合には、預り金に係る管理規程を整備し、規
程に則った取扱を徹底すること。

利用者等から保管する金品の内容および入出金の委任事項を明示した保管依頼書等を徴するとと
もに、預り金の入出金を行った場合は、出納帳等により適切に記録を残すこと。

個別支援計画は、特定相談支援事業所が作成するサービス等利用計画等を受けて、自らの障害福
祉サービス事業所の中での取り組みについて、具体的に掘り下げて作成するよう努めること。

アセスメントおよびモニタリングに当たっては、それぞれ適切な時期に利用者（および保護者）
との面談を行い、その記録を残すこと。

利用者にサービスを提供する場合は個別支援計画に基づいて支援しなければならないため、当該
個別支援計画が未作成の期間がないようにすること。

個別支援計画書には、必要な事項（利用者及び家族の生活に関する意向、総合的な支援方針、生
活全般の質を向上させるための課題、当該事業の目標及びその達成時期、サービスを提供する上
での留意事項等）を記載すること。また、当該計画に基づき支援する期間を明らかにすること。

個別支援計画を作成した際は、利用者又は保護者に説明し、同意を得て交付すること。また、同
意、交付した記録を書面で残すこと。

個別支援計画の実施状況の把握（モニタリング）を、少なくとも６月に１回以上（就労移行支
援・自立訓練は３月に１回以上）を行うとともに、必要に応じて計画の変更を行うこと。

利用者の状況を家族等が記載したプロフィールや他事業所が作成したアセスメントシートを保存
するだけではアセスメントとは言えないため、面接により利用者の希望する生活等の把握を行
い、アセスメントシート等に記録すること。また、当該記録を適切に保管すること。

個別支援計画の原案を作成した上で個別支援計画の作成に係る会議（利用者に対する支援の担当
者を招集しての会議）を開催し、計画原案の内容について意見を求め、計画の原案とともにその
会議録（開催日時、参加者、内容等）を残すこと。



区分 県R3指摘 備考 大津R3指摘 備考指　　示　　事　　項

あり

あり

あり あり

あり

あり

あり

★ あり あり

★ あり 追加

★ あり 修正

★ あり 追加

★ あり

あり

あり

あり

★ あり 修正

★

★ あり 追加

★ あり

★

あり あり

あり 追加

あり

あり

あり

あり

★ あり

非
常
災
害
対
策

★ あり あり 修正

個
別
支
援
計
画

火災や地震に加え、風水害・土砂災害を含む非常災害に関する具体的な計画を策定して、当該計
画に基づく避難、救出、その他必要な訓練を年２回以上実施すること。また、訓練の記録を供覧
するとともに、計画の内容や関係機関への通報及び連絡体制等について定期的に従業者に周知す
ること。

個別支援計画作成にあたり、作成者であるサービス管理責任者名を明記すること。また、作成日
も記入すること。

施設外就労の提供に当たっては、当該利用者に対する施設外就労の必要性や効果等を十分に検討
して、事前に個別支援計画に位置づけること。

施設外支援の提供に当たっては、施設外支援の内容を事前に個別支援計画に位置づけ、１週間ご
とに当該個別支援計画の内容について必要な見直しを行い、その記録を残すこと。

日々のケース記録について、個別支援計画に定める目標に向けて実施した支援やその様子などを
記録として残して、その後の支援の充実につなげること。

運
営
規
程

指定基準において運営規程に定めることとされている事項について記載すること。

運営の現状と運営規程の内容が違うので、整合を図ること。（人員体制、主たる対象障害の種
類、営業日、利用者から受領する費用の種類・額等）

個別支援計画の実施状況の把握（モニタリング）結果を記録として残し、今後の適切な支援につ
なげること。

苦
情
・
事
故

サービスの提供に当たり、受給者証で必要な事項（支給決定の有無、支給決定有効期間、支給量
等）を確認するとともに、当該情報を適切に保管すること。

他の指定事業者等に対して、利用者またはその家族に関する情報を提供する際は、個人情報提供
同意書により当該利用者またはその家族の同意を得ること。

利用者又は家族からのサービスに関する苦情に迅速かつ適切に対応するため、事業所の見やすい
場所に、苦情の相談窓口、苦情解決の体制及び手順の概要等を掲示すること。

ヒヤリハットに当たる事例は、事項の軽重に関わらず報告するよう従業者に促し、適切に記録す
るとともに、事業所内で共有して今後の事故防止に活かすこと。

苦情がサービスの質の向上を図る上で重要な情報であるとの認識を従業者間で共有するととも
に、受けた苦情や要望の内容を適切に判断して、適宜記録に残すこと。

緊急時や事故発生時の対応マニュアル等の整備に努めること。

県又は市に報告すべき事故が発生した場合は、速やかに、県、市町等に連絡を行うこと。

多機能型の事業所等で、それぞれの利用者を、同一の従業者が並行して支援することのないよ
う、それぞれのサービスの従業者によって支援を提供できる体制を確保すること。

配置した従業者については、当該従業者がその職務内容及び責務を理解した上で利用者支援に当
たれるよう、雇用時等の適切な時期に、必要な知識、技術等に係る研修や個別指導を必ず行うこ
と。

従業者の資質向上を図るため、毎年研修計画を作成するとともに、従業者全員に研修を受ける機
会を設けること。研修の結果については、資料の保存にとどまらず、研修記録を作成し、研修
日・研修内容、出席者等を記録すること。また、受講できなかった従業者には、資料等と併せて
研修記録を供覧するなど共有を図ること。

定期的に健康診断を実施する等、従業者の健康状態について必要な管理を行うこと。

職員の雇用契約書が現状の勤務形態と乖離しているため、整合を図ること。

全ての従業者について、雇用契約その他の契約により、管理者の指揮命令下に置くこと。

管理者は従業者及び業務の一元的管理のため、業務日誌や職員会議録等事業所の運営管理に係る
記録については必ず目を通し、記録内容を確認した旨が分かるようにすること。また、職員会議
の記録は欠席者にも供覧して、全ての従業者に内容の周知を図ること。

事業所ごとに人員配置を確認する必要があるが、法人として一体的な勤務記録しかなく事業所ご
との従業者の勤務時間が把握できず、適切に人員が配置できているか確認ができないため、事業
所ごとの従事時間を区分して記録すること。

勤
務
体
制
の
確
保

管理者は、従業者の勤務時間を適正に把握すること。（タイムカードでの打刻や出勤簿への押印
等、適切な方法による管理）

勤務体制について、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係を明確に
するため、勤務予定表及び勤務実績表を作成すること。勤務実績表については、28日で記録する
のではなく全日で記録し、適切なサービスを提供できる勤務体制が確保できているか確認すると
ともに保存すること。

従業員の秘密保持について、在職中と併せて当該従業員の退職後における秘密保持義務を、雇用
契約時に就業規則や誓約書等の文書で取り決めておくこと。

ハラスメント対策として、従業者の就業環境が害されることのないようハラスメント防止に係る
方針の策定等の必要な措置を講じること。



区分 県R3指摘 備考 大津R3指摘 備考指　　示　　事　　項

健
康
管
理

あり

身
体
拘
束

★ 修正

あり 追加

★

あり 追加

あり 追加

会
計

あり あり

★ あり

★ あり

★ あり

★ あり あり

★ あり あり

あり

あり

あり

★ あり あり

★ あり

そ
の
他

届
出
等

年度ごとに利用者に対し、当該年度の工賃の目標水準と前年度に利用者に対し支払われた工賃の
平均額を通知すること。

生産活動に伴う工賃・賃金について、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援
するため、工賃の水準を高めるよう努めること。

常に利用者の健康の状況に注意するとともに、利用者の健康状態に応じて健康保持のための適切
な措置を講じること。

事業者は利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため、緊急やむをえない場合を除き、
身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。やむを得ず身体拘束を行った
場合には、その態様、時間、その際の利用者の心身状態、緊急やむを得ない理由その他必要事項
の記録を残すこと。

事業所において感染症や食中毒が発生又は蔓延しないよう、感染症予防に必要な備品を常備する
とともに、食事の提供に当たっては必要な措置を講じる等、厳正な衛生管理に努めること。

指定障害福祉サービス事業所ごとに会計を区分するとともに、当該事業とその他の事業の会計を
区分すること。

利用者の適性に応じた職場の開拓、求職活動に関する支援を積極的に行うこと。また、実習の受
入先確保や求職活動の支援を行った場合は、その詳細を記録すること。

就労移行支援に関しては、一般就労への移行後も、少なくとも６か月間は相談等の支援を継続
し、支援を行った際はその内容を記録すること。

苦情の内容等の記録や事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録は、サービスを提
供した日から５年以上保存しておかねばならないので、すぐに確認できるよう適切に保管するこ
と。

目標達成の度合い、利用者の満足度等について継続的な評価を実施して、常に当該サービスの質
の改善を図ること。また、健康福祉サービス自己評価等を活用して、適切かつ効果的なサービス
の提供に努めること。

就
労
支
援

福祉事業活動会計と就労支援事業会計は、明確に区分すること。

「就労支援の事業の会計処理の基準」に基づく会計処理を行い、損益状況を把握するための書類
を整備すること。

就労支援会計の収入額の根拠となるもの（覚書や売上伝票等の請け負う業務内容や単価等を確認
できる書類）を作成して、適切に管理すること。

施設外就労先の企業と請負に関する契約を適切に締結し、請負に係る報酬金額、算定根拠等を記
載した適正な内容とすること。また、契約書を保管しておくこと。

利用者への工賃の支払いについて、工賃は、就労支援事業会計の生産活動に係る事業の収入か
ら、生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額とすること。

身体拘束適正化検討委員会の設置が義務化されるので、期限までに設置すること。

感染症対策委員会の定期的な開催について検討すること。

感染症や非常災害の発生時における業務継続計画の策定に向けて検討すること。

衛
生
管
理

業務管理体制を届け出ること。

運営規程や事業所平面図等の変更があった際には、変更後10日以内に変更届を提出すること。



区分 県R3指摘 備考 大津R3指摘 備考指　　示　　事　　項

基本報酬の報酬区分を誤って算定している。 あり あり

職員配置がないまま報酬算定している。 あり 追加

★
在宅訓練を行っているが、１日２回以上の電話連絡等ができていない、記録ができていないの
に報酬算定している。

あり 追加

サービス提供実績記録票に欠席時対応加算対象や食事提供体制加算、送迎加算等について記載
するとともに、確実に利用者に署名等により確認を受けること。

あり 修正

就労継続支援Ａ型サービス費の算定にあたり市へ届出を行った評価点について、「厚生労働大
臣が定める事項及び評価方法（令和3年3月23日厚生労働省告示第88号）」及び「厚生労働大臣
の定める事項及び評価方法の留意事項について（令和3年3月30日障発0330第5号厚生労働省社
会・援護局障害保健福祉部長通知）」を確認し、届出時において合計点を算出した根拠となる
実績表及び資料を事業所内に備えておくこと。

あり 追加

同一敷地内の他の事業所等へ転所する場合は加算対象にはならない。 あり 追加

欠席時対応加算を算定した場合は、当該利用者の欠席日についても、後日サービス提供実績記
録票に署名等により確認を受けること。

あり

欠席時対応加算について、前々日、前日または当日（営業日で）に欠席の連絡があった場合に
算定可能であるが、それより前に連絡があった場合に対し請求している。

あり

★

欠席時対応加算について、相談援助の内容等の記録（①連絡のあった日付、②連絡してきた相
手、③連絡を受けた対応者、④利用者の状況、⑤次回の利用確認）が必要であるが、記録がな
い、または、記録漏れがある。

あり あり

欠席時対応加算について、欠席の事実のみをもって加算を算定している。 あり あり

他事業所の利用がない月は加算算定できない。 あり 追加

同一施設にある生活介護と短期入所を同一日に利用した場合、双方で食事提供加算を算定して
いる。

食事提供体制加算について、給食会議・嗜好調査を行っているとのことであったが、記録がな
かったため、整備すること。

あり あり

食事提供体制加算について、給食会議・嗜好調査を行っているとのことであったが、記録がな
かったため、整備すること。

あり

施設外で調理しているものを弁当にして施設外就労時に持参して提供している場合に算定して
いる状態を確認した。施設外で調理されたものを提供する場合（クックチル、クックフリーズ
若しくは真空調理により調理を行う課程において急速に冷却若しくは冷凍したものを再度過熱
して提供するもの又はクックサーブにより提供するものに限る）、運搬手段等について衛生上
適切な措置がなされているものについては、施設外で調理し搬入する方法が認められているた
め、この方法をとれない場合は加算算定しないこと。

あり 追加

★

食事提供体制加算について、クックサーブにより食事を提供する場合は、調理後２時間以内に
喫食し、運搬前後の温度及び時間を記録に残すこと。また、「食事提供体制加算を算定する際
の具体的な取扱いについて（平成22年8月19日付滋賀県健康福祉部障害者自立支援課長通
知）」の三（4）の各項目の内容を満たすよう確認すること。

あり 追加

栄養マネジメント加算における栄養ケア計画書について、一部、本人の同意署名が漏れている
ものや、同意日付が記入されていない状況であることから、適切に処理すること。

栄養マネジメント加算について、低栄養状態のリスクを把握（栄養スクリーニング）し、栄養
アセスメントを行った上で、施設職員が共同して栄養ケア計画を作成すること。また、低栄養
状態のリスクに応じて、定期的にモニタリングを行うとともに、概ね３か月を目途に栄養スク
リーニングを実施した上で、栄養ケア計画を見直すこと。

★

算定要件（①１回の送迎につき平均10人以上が利用、②週３回以上の送迎を実施）に満たない
送迎について、送迎加算を算定している。算定要件を満たしていることを毎月確認した書類を
保存すること。

あり あり 修正

送迎加算の算定に当たり、送迎日時や送迎場所等を記録する必要があるため、運行日誌を作成
して実績を記録すること。

あり

徒歩の送迎は加算算定できない。 あり 追加

食事提供体制加算

栄養マネジメント加算

送迎加算

給
付
費
の
算
定

基本報酬

利用者負担上限管理加算

欠席時対応加算

初期加算



区分 県R3指摘 備考 大津R3指摘 備考指　　示　　事　　項

施設外支援の提供期間中は従業者が同行しない場合であっても利用者の状況を利用者や実習受
け入れ事業者等から聞き取ることにより日報を作成すること。また、実習先開拓のための職場
訪問や職場見学について、実施した内容を記録すること。

あり 追加

★
職員の勤務体制が変更したことに伴い、要件を満たさなくなったにも関わらず算定し続けてい
る。

あり

継続して３月以上利用のあった者が５日以上欠席している場合に、訪問支援を行ったことに対
して請求できるものなので、算定に当たってはこれらの要件に該当するかを十分に確認するこ
と。

あり

訪問の記録がないまま算定している事例があった。記録を確認した上で請求を行うこと。 あり 追加

入院・外泊時加算について、利用者に対して支援したことが分かるよう支援内容の記録を残す
こと。

帰宅時支援加算について、帰宅時における利用者の生活状況等を把握し、その内容について記
録を残すこと。

医療連携体制加算について、重度化した場合における対応に係る指針の内容を利用者に説明し
同意を得るとともに、その記録を残すこと。

短期利用加算について、算定日数の上限管理が行われていない状況となっているため、適切に
管理すること。

★

個別支援計画の作成に係る業務が適切に行われていない場合（個別支援計画を作成したが、利
用者の同意を得ていない場合や交付していない場合を含む）は、個別支援計画未作成減算の対
象となるため、適切に減算を行うこと。

あり 修正

サービス管理責任者の不在により未作成減算を行っていたが、サービス管理責任者の配置を
もって減算適用を解除している事例があった。配置した上で計画を適切に作成し減算適用の状
態が解消されるに至った月まで減算するものであるため、適切に減算を行うこと。

あり 追加

人員配置体制加算の要件を満たしていない。 あり

満たしていることが確認できる書類を備えること。 あり 追加

★

指定基準上又は報酬算定基準上必要な生活支援員等やサービス管理責任者の員数が基準に達し
ていない場合、人員欠如減算が適用されるので、欠如した場合は適切に届け出を行い減算を行
うこと。

あり

★

職業指導員又は生活支援員のうち１人以上常勤で配置が必要である場合に常勤の職員が配置で
きていない事例があった。従業者の員数以外の要件を満たしていない場合も人員欠如減算が適
用されるので、適切に届け出を行い減算を行うこと。

あり

重度障害者支援加算(Ⅱ)個別の支援については、従業者として４時間程度従事する必要がある
が、必要な基準人員及び人員配置体制加算に加えて配置できていない。

あり 追加

★

重度障害者支援加算の算定に当たっては、利用者ごとに支援計画シートを作成すること。ま
た、支援計画シートに基づき研修修了者が支援を行った場合には、その記録を整備すること。
記録に際し、できなかった場合は「×」を記載するだけではなく、どのようなことができな
かったのか、どのような様子であったかを記録すること。記録がないまま算定している事例が
あったので、記録があるか確認の上請求を行うこと。

あり 修正

★

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）を算定する場合は、福祉・介護職員の資質向上の支援に関
する計画（虐待防止に係る研修を含む）を策定するとともに、非常勤の職員に対しても、当該
計画に係る研修の実施又は研修機会を確保すること。

地域住民その他関係者と協働して行う取組によりサービスを行う必要があるため、算定要件に
適合する取組を行ったことが分かるように記録を整理すること。

あり 追加

地域協働加算

重度障害者支援加算（Ⅱ）

帰宅時支援加算

医療連携加算

福祉専門職員配置等加算

訪問支援特別加算

入院・外泊時加算

福祉・介護職員処遇改善加算

短期利用加算

個別支援計画未作成減算

人員配置体制加算

人員欠如減算

移行準備支援体制加算


